
株式会社カノークス 一般事業主行動計画 

 

次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ育成されるよう、社員が仕事と子育ての両立を

図り、いきいきと働くことができる雇用環境を整備することで、社員が自身の能力を発揮

し、男女ともに活躍できる会社を目指して、次のように行動計画を策定する。 

 

1． 計画期間 

2025（令和 7）年 4 月 1 日～2030（令和 12）年 3 月 31 日までの 5 年間 

 

2． 内容 

 

 

 ●ワーク・ライフ・バランス実現に向け、両立支援策の充実を図る。 

 ＜対策＞ 

＊2025 年 4 月～ 

より柔軟な働き方ができるよう、各種制度の新設・見直し等を行う。 

＊2025 年 4 月～ 

各年度において、有給休暇取得奨励日を設定し、取得率 60％以上を目指すとともに、 

各部署の有給休暇取得実績を毎月管理職に周知する。 

＊2025 年 4 月～ 

男性社員の育児休業および育児関連休暇の取得に向け、社内周知を行い、 

取得実績 1 名以上を目指す。 

＊2025 年 10 月～ 

 週 1 日ノー残業デーを実施し、長時間労働の是正に努める。 

 

 

 

 ●労働者に占める女性労働者の割合を 40％以上にする。 

 ＜対策＞ 

＊2025 年 4 月～ 

年度における採用者のうち、30％以上を女性とすることを目指し、 

女性の採用に積極的に取り組む。 

＊2025 年 4 月～ 

女性社員の育成と定着を目的とした研修を企画・実施する。 

＊2025 年 4 月～ 

男女の勤続年数の差を３年以下とする。 

次世代育成支援対策推進法に関する目標 

女性活躍推進法に関する目標 


